
岐阜県の財務諸表（平成２７年度）の概要 

（普通会計貸借対照表、行政コスト計算書、純資産変動計算書、 

資金収支計算書、岐阜県連結貸借対照表） 

 

※計数は、原則表示単位未満を四捨五入（合計等と一致しない場合がある） 

◆普通会計貸借対照表                  

単位：億円（構成比） 

［   ］内は前年度参考数値  

 

 

有形固定資産（道路、学校など） 

１９，１５３（８４％） 

［１９，３８２（８５％）］ 

 

 

 

 

負債（県債、退職手当引当金など） 

１８，０９７（８０％） 

  ［１７，８７６（７８％）］ 

投 資 等     ２，０４７（９％） 

［１，９６８（９％）］ 

流動資産     １，４７９（７％） 

［１，４３９（６％）］ 

純資産 

４，５８２（２０％） 

［４，９１３（２２％）］ 

資産合計 

     ２２，６７９（１００％） 

［２２，７８９（１００％）］ 

負債・純資産合計 

    ２２，６７９（１００％） 

［２２，７８９（１００％）］ 

 

 分 析  

・ 平成２７年度末の資産合計は、２兆２，６７９億円で、普通会計の歳出決算規模７，７４８

億円の２．９倍（前年度３．１倍）に相当。 

・ １兆９，１５３億円の有形固定資産（社会資本）形成等のために借り入れた県債の残高は、

有形固定資産の８２％（前年度７９％）に相当する１兆５，６１７億円。 

 

 ポイント  

・ 平成２７年度末における本県の財務状況は、債務超過とはなっておらず、貸借対照表上は健

全な範囲内といえる。しかし、資産は対前年度減、負債は対前年度増であり、依然として楽観

はできない状況である。 

・ 資金化できない社会資本等の有形固定資産や国の補正予算で設置した基金を除いた資産

３，４８７億円と、負債１兆８，０９７億円との差額１兆４，６１０億円は、既存の社会資本

に対して将来必要となる財政負担となる。 

  → 県民１人当たり約７０４千円（前年度約６９７千円) 

       ※外国人を含めた人口で算出しています。 

債務返済の

財源 

今後の世代

の負担とな

る県の債務 

今後の世代へ

引き継ぐ県の

社会資本 

これまでの

世代の負担 



◆普通会計行政コスト計算書 

     ～人的サービスや給付サービスなど資産形成以外の行政サービスに係る 

             目的別のコストとその負担区分を明らかにするもの～ 

 

                                                               単位：億円（構成比） 

                                                    ［   ］内は前年度参考数値 

 総費用（行政コスト総額） 

 

 

総収益(料金等収入、国庫等負担) 純費用（行政コスト） 

合 計 額 ６，３４５（１００％） 

［５，６５７（１００％）］ 

９２５（１５％） 

［８７９（１６％）］ 

５，４２０（８５％） 

［４，７７９（８４％）］ 

 

 

 

 分 析  

・ 平成２７年度の総費用（行政コスト総額）は、６，３４５億円となっており、このうち「人

にかかるコスト」（行政サービスの担い手である職員に要する費用）が２，２７７億円で全体

の３６％（前年度３６％）を占めている。 

・ 総費用から総収益を差し引いた純費用（行政コスト：租税に依存するコスト）は５，４２０

億円となっており、政策費目別で見ると、教育費が１，４５３億円、土木費が１，０５６億円、

民生費が９８９億円で、それぞれ２７％、１９％、１８％を占めている。 

 

 ポイント  

平成２７年度は、国の補正予算に伴う交付金の増などにより、総収益が増加したものの、税収

増に伴う市町村への交付金の増などにより行政コスト総額も増加したため、純費用が前年度より

増加している。 

 → 県民１人当たりの行政コスト総額（総費用）：約３０６千円（前年度：約２７１千円） 

→ 県民１人当たりの行政コスト（純費用）：約２６１千円（前年度：約２２８千円） 

租税に依存するコスト 



 

◆普通会計純資産変動計算書 

     ～財源の調達とその使途を示すことで、行政サービスに伴う負担の内容や、 

             これまでの世代と今後の世代の負担配分を明らかにするもの～ 

 

                                     単位：億円 

 ２７年度末純資産額 ２６年度末純資産額 

資本形成充当財源 ２２，４１６ ２２，４８７ 

未処分財源余剰 ▲２，２１９ ▲２，２２７ 

(純経常経費に係る未処分財源余剰) （▲４，４８５）      （▲３，７５９）      

(うち税収等) （▲３，６６７）      （▲３，０５７）      

未実現財源減少額 ▲１５，６１６ ▲１５，３４７ 

合  計 ４，５８２ ４，９１３ 

 

 

 

 分 析  

・ 純資産とは、資本形成のためにこれまでの世代が負担した費用を表すものであり、平成２７

年度は対前年度比で３３１億円の減少となっている。 

・ 平成２７年度の純費用（行政コスト）５，４２０億円（前出）は、その６８％が税収等 

 （３，６６７億円）で賄われており、未処分財源余剰合計金額４，４８５億円と比較すると 

９３５億円（平成２６年度１，０２０億円）コスト超過となっている。 

 

 ポイント  

県税収入は増加したものの、減価償却費の累増などにより、純資産が総資産に占める割合は減

少している。また、県債残高（＝未実現財源減少額）は増加しており、今後の世代の負担は増加

している。 

 

 

貸借対照表の「純資産」へ 



◆普通会計資金収支計算書 

     ～普通会計における現金の流れを経常的なものと投資的なものに分類し示すもの～ 

 

                                                    単位：億円 

 ２７年度資金変動 ２６年度資金変動 

① 資金期首残高 ２０１ ２１６ 

② 経常的支出 ５，５６４ ５，２００ 

③ 経常的収入 ６，０１２ ５，５２７ 

（うち国庫等負担） （９６５）       （８９８）       

（うち税資金収入） （４，８０１）     （４，４０５）     

④ 差引経常的収支（③－②） ４４８ ３２７ 

⑤ 資本的支出 ２，２６５ ２，３３５ 

（うち公債償還支出） （ ９６２）     （ ９８３）     

（うち資本移転支出） （ ７３９）     （ ７６１）     

⑥ 資本的収入 １，７８６ １，９９３ 

（うち公債発行収入） （１，２３０）     （１，２５２）     

⑦  差引資本的収支（⑥－⑤） ▲４７９ ▲３４２ 

⑧  資金収支   （④＋⑦） ▲３１  ▲１５  

⑨  資金期末残高 （①＋⑧） １７０     ２０１     

 

 

 分 析  

・ 経常的支出の規模は増加しているものの、税資金収入の増加や国の補正予算に伴う国庫支出

金の増加等により経常的収入も増加しており、経常的収支については、前年度に比べ黒字幅が

拡大している。 

・ 資本的収支については、資本的収入の減少により、前年度に比べ赤字幅が拡大している。 

・ 資本的収支の大半を占める公債償還支出と公債発行収入は、県債発行額を抑制してきたこと

により、前年度に比べ減少している。 

 

 ポイント   

平成２７年度は、国の補正予算で積み立てた基金の終了に伴う基金繰入金の減少に伴い、資本

的収入が減少し、単年度収支は赤字となっているが、前年度に引き続きトータルは黒字となって

いる。 

貸借対照表の「歳計現金」へ 



◆岐阜県連結貸借対照表 

 

  作成上の基本的前提  

 連結の範囲は、以下のとおりとし、各会計基準で作成された貸借対照表を連結している。 

 Ａ 普通会計、公営企業会計及び地方公社 

 Ｂ 出資比率５０％以上の地方独立行政法人、公益法人、一般法人及び会社法法人 

 Ｃ 実質的に県が主体となって関与している一般法人及び会社法法人 

 

  なお、上記団体のうち、地方公社、Ｂ及びＣ（合計２１団体）は、県議会へ報告がされてい

る貸借対照表を連結している。 

 

                                      単位：億円（構成比） 

 

有形固定資産 

２１，０６１（８４％） 

 

負  債 

１８，４１９（７３％） 

 

資産・負債差額合計 

       ６，７８２（２７％） 投 資 等   １，８９４（７％） 

流動資産等   ２，２４６（９％） 

資産合計 

２５，２０１（１００％） 

負債及び資産・負債差額合計 

２５，２０１（１００％） 

 

 分 析  

・ 平成２７年度末の岐阜県全体の資産合計は、２兆５，２０１億円で、普通会計ベースに比べ

２，５２２億円多くなっている。 

・ 連結貸借対照表の資産、負債、資産・負債差額合計は、普通会計貸借対照表の資産、負債、

純資産のそれぞれ１．１１倍、１．０２倍、１．４８倍の規模となる。 

 

 ポイント  

連結対象団体の会計規模に比べ、普通会計の規模が大きいこともあるが、連結状態でも債務 

超過とはなっておらず、貸借対照表上は健全な範囲内といえる。 


